
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原画像を表す画像データに対し、前記画像データが表す画像が少なくともグレイバラン
スのとれた色バランスの画像となるように、前記画像データを修正条件に従って修正する
画像処理方法であって、
　複数の原画像のデータに基づいて、原画像中の中性色の被写体に相当する画素のＲ、Ｇ
、Ｂの階調バランスを表す無彩色条件を定め、
　前記無彩色条件に基づき、前記原画像中の非中性色の被写体に相当する画素を判定し、
　前記原画像中の中性色の被写体に相当する画像部のみから、前記修正条件を決定するた
めの画像特徴量を抽出し、抽出した画像特徴量を用いて前記修正条件を決 、
　前記決定した修正条件に従って前記画像データを修正する
　ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項２】
　原画像を表す画像データに対し、前記画像データが表す画像が少なくともグレイバラン
スのとれた色バランスの画像となるように、前記画像データを修正条件に従って修正する
画像処理方法であって、
　前記修正条件の決定に用いる画像特徴量の抽出対象である、高濃度側階調値域に対応す
る前記原画像中の基準部分及び低濃度側階調値域に対応する前記原画像中の基準部分の少
なくとも一方を検出し、
　前記検出した基準部分が前記原画像中の主要画像部に対応しているか否かを判定し、
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前記検出した基準部分が前記主要画像部に対応

していると判定した場合に、前記検出した基準部分が前記主要画像部に対応していないと
判定した場合よりも、前記 画像特徴量が前記修正条件の決定に関与する度合いが低
下するように、前記 画像特徴量及び前記 画像特徴量の重みを決定して重み付
き平均値を演算し、演算した前記重み付き平均値に基づいて前記修正条件を決定し、
　前記決定した修正条件に従って前記画像データを修正する
　ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項３】
　前記原画像中の主要画像部の階調値を算出し、算出した主要画像部の階調値が所定の階
調値に修正されるように前記修正条件を決定することを特徴とする請求項２記載の画像処
理方法。
【請求項４】
　原画像を表す画像データに対し、前記画像データが表す原画像が少なくともグレイバラ
ンスのとれた色バランスの画像となるように、前記画像データを修正条件に従って修正す
る画像処理装置であって、
　前記修正条件の決定に用いる画像特徴量の抽出対象である、高濃度側階調値域に対応す
る前記原画像中の基準部分及び低濃度側階調値域に対応する前記原画像中の基準部分の少
なくとも一方を検出する検出手段と、
　前記検出手段によって検出された基準部分が前記原画像中の主要画像部に対応している
か否かを判定する判定手段と、
　

前記検出された基準部分が前記主要画像部に
対応していると前記判定手段によって判定された場合に、前記検出された基準部分が前記
主要画像部に対応していないと前記判定手段によって判定された場合よりも、前記
画像特徴量が前記修正条件の決定に関与する度合いが低下するように、前記 画像特
徴量及び前記 画像特徴量の重みを決定して重み付き平均値を演算し、演算した前記
重み付き平均値に基づいて前記修正条件を決定する決定手段と、
　前記決定手段によって決定された修正条件に従って前記画像データを修正する修正手段
と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は画像処理方法及び装置に係り、特に、画像データが表す原画像が少なくともグ
レイバランスのとれた色バランスの画像となるように、修正条件に従って画像データを修
正する画像処理方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、写真フィルム等に記録されている原画像を記録材料に複写記録するにあたり
、撮像等によって得られた原画像を表す画像データに対し、記録材料に画像を記録するた
めに階調変換等の変換処理を行い、該変換によって得られた記録用データを用いて画素単
位で記録材料に画像を記録することが行われている（所謂デジタル複写方式）。このデジ
タル複写方式において、記録画像の画質は、画像データをどのように変換したかによって
大きく左右されるので、以下で説明するように、従来より種々の画像データ変換方法が提
案されている。
【０００３】
　特開平 2-157758号公報には、階調変換を行うための変換曲線を設定する際の基準値であ
るハイライト濃度及びシャドー濃度を自動的に設定する技術として、原画像の各画素毎に
色成分別の濃度値の平均値を求め、各画素毎の平均濃度値と画素数との関係を示す平均濃
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前記検出した基準部分から第１の画像特徴量を抽出すると共に、前記原画像と異なる複
数の原画像から第２の画像特徴量を求め、
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度値度数ヒストグラムを求め、平均濃度値度数ヒストグラムから累積平均濃度値度数ヒス
トグラムを求め、累積平均濃度値度数ヒストグラムにおいて所定の累積濃度出現率に対応
する平均濃度値を見い出し、見い出した平均濃度値と平均濃度値度数ヒストグラムにおけ
る発生限界濃度値とによって決定される濃度区間内において、色成分別の区間内平均濃度
値を求め、該色成分別の区間内平均濃度に基づいて基準濃度点（ハイライト濃度、シャド
ー濃度）を設定することが開示されている。
【０００４】
　また、特開平  5-91323号公報には、上記技術において、原画像中の局部的に明るい（例
えば鏡面反射）部分や局部的に暗い部分の影響を軽減して基準濃度点を求めるようにした
基準濃度点の設定方法が記載されている。
【０００５】
　また、特開平 6-242521号公報には、ネガ画像を多数個の領域に分割し各成分色毎に分解
して測光し、各成分色毎に最大基準値及び最小基準値（濃度値）を定め、各成分色毎の最
大基準値が記録画像上で白に再現され、最小基準値が記録画像上で黒に再現されるように
階調変換を行う技術が開示されている。
【０００６】
　更に、特開平 4-285933号公報には、原画中の主要画像部、ハイライト部、シャドー部を
検出し、主要画像部とハイライト部及びシャドー部との濃度差を算出し、該濃度差を所定
値と比較して階調補正量を演算し、該階調補正量を用いて階調変換を行うハードコピー装
置が記載されている。
【０００７】
　また、特開昭 60-37878号公報には、複数の標準トーンカーブを記憶しておき、該複数の
標準トーンカーブを、原稿のハイライト点及びシャドー点を通るように各々修正し、所望
の出力信号に対する偏差が最も小さいトーンカーブを階調変換テーブルとして用いる方式
が開示されている。
【０００８】
　また、特開昭  62-111569号公報には、ハイライト点、シャドー点等の特色点の座標をデ
ィジタイザで指定させ、座標が指定された特色点の画素及びその近傍の画素のデータに基
づいてノイズの影響を排除した特色点の代表濃度を求め、特色点の代表濃度から階調変換
等の画像処理条件を自動設定する技術が開示されている。
【０００９】
　このように、画像毎に最大基準濃度、最小基準濃度、ハイライト濃度、シャドー濃度等
の基準濃度を各種の手法により設定し、設定した基準濃度から変換条件を設定したり、設
定した基準濃度に基づいて標準的な変換条件を修正して用いることは従来より知られてい
る。また、機差やカラー原稿の発色特性を補正する技術も従来より提案されている（特開
平 6-237373号公報、特開平 5-344326号公報等参照 ) 。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上述した画像データ変換方法では、原画像中の最大濃度又は最小濃度の
画素又は画素群が、原画像中の非中性色の被写体に相当する画像部（例えば人物の顔等に
相当する主要画像部）に対応していた場合に、記録画像の色バランスが特定の色に偏倚す
る所謂カラーフェリアが生じたり、記録画像上での主要画像部の濃度が極端に高く又は低
くなる所謂濃度フェリアが生ずることがある、という問題があった。
【００１１】
　例えば原画像が、近接、又は比較的近距離に存在している人物をストロボを発光させて
写真フィルムに撮影記録したフィルム画像であった場合、ストロボ光によって照明された
人物の顔等がフィルム画像中のハイライト部になり、該フィルム画像がネガ画像であると
すると、フィルム画像中の人物の顔に相当する部分がフィルム画像中の最大濃度となるこ
とが多い。このような画像に対し、従来の画像データ変換方法では、人物の顔に相当する
部分の画素が基準点として採用され、記録画像上での基準点の色味が中性色となるように
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変換条件が設定されるので、設定された変換条件に従って原画像情報を変換して画像を記
録したとすると、記録画像の色バランスが特定の色（この場合は人物の顔の色（肌色）の
補色の色）に偏倚する。
【００１２】
　また、上記のような画像では、フィルム画像中の人物の顔に相当する部分の濃度域が、
フィルム画像全体の濃度域に対して高濃度側又は低濃度側に大きく偏倚しているので、従
来の画像データ変換方法では、記録画像上での主要画像部の濃度が極端に高く又は低くな
り、記録画像上で主要画像部を適正な濃度で再現することができなかった。
【００１３】
　本発明は上記事実を考慮して成されたもので、原画像中に存在する非中性色の被写体に
相当する画像部が及ぼす影響を解消又は低減し、画像データが表す画像が適正な色バラン
スの画像となるように画像データを修正できる画像処理方法を得ることが目的である。
【００１４】
　また、本発明は、原画像中の主要画像部の階調値が極端に高い又は低い場合にも、主要
画像部が適正に再現されるように画像データを修正できる画像処理方法及び装置を得るこ
とが目的である。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　請求項１記載の発明に係る画像処理方法は、原画像を表す画像データに対し、前記画像
データが表す画像が少なくともグレイバランスのとれた色バランスの画像となるように、
前記画像データを修正条件に従って修正する画像処理方法であって、複数の原画像のデー
タに基づいて、原画像中の中性色の被写体に相当する画素のＲ、Ｇ、Ｂの階調バランスを
表す無彩色条件を定め、前記無彩色条件に基づき、前記原画像中の非中性色の被写体に相
当する画素を判定し、前記原画像中の中性色の被写体に相当する画像部のみから、前記修
正条件を決定するための画像特徴量を抽出し、抽出した画像特徴量を用いて前記修正条件
を決 、前記決定した修正条件に従って前記画像データを修正することを特徴としてい
る。
【００２６】
　請求項１の発明では、複数の原画像のデータに基づいて、原画像中の中性色の被写体に
相当する画素のＲ、Ｇ、Ｂの階調バランスを表す無彩色条件を定め、この無彩色条件に基
づいて原画像中の非中性色の被写体に相当する画素を判定し、原画像中の中性色の被写体
に相当する画像部のみから、修正条件を決定するための画像特徴量を抽出し、抽出した画
像特徴量を用いて修正条件を決定す で、原画像中の非中性色の被写体に相当する画素
の画像特徴量が修正条件に悪影響を及ぼす可能性が低減され、画像データが表す画像が適
正な（グレイバランスのとれた）色バランスの画像となるように画像データを修正できる
修正条件の得率が向上する。そして請求項１の発明では、決定した修正条件に従って画像
データを修正するので、原画像中に存在する非中性色の被写体に相当する画像部が及ぼす
影響を低減し、画像データが表す画像が適正な色バランスの画像となるように画像データ
を修正することができ、カラーフェリアの発生を防止することができる。
【００２７】
　請求項２記載の発明に係る画像処理方法は、原画像を表す画像データに対し、前記画像
データが表す画像が少なくともグレイバランスのとれた色バランスの画像となるように、
前記画像データを修正条件に従って修正する画像処理方法であって、前記修正条件の決定
に用いる画像特徴量の抽出対象である、高濃度側階調値域に対応する前記原画像中の基準
部分及び低濃度側階調値域に対応する前記原画像中の基準部分の少なくとも一方を検出し
、前記検出した基準部分が前記原画像中の主要画像部に対応しているか否かを判定し、

前記検出した基準部分が前記主要画像部に対応して
いると判定した場合に、前記検出した基準部分が前記主要画像部に対応していないと判定
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した場合よりも、前記 画像特徴量が前記修正条件の決定に関与する度合いが低下す
るように、前記 画像特徴量及び前記 画像特徴量の重みを決定して重み付き平
均値を演算し、演算した前記重み付き平均値に基づいて前記修正条件を決定し、前記決定
した修正条件に従って前記画像データを修正することを特徴としている。
【００２８】
　請求項 記載の発明では、画像データが表す画像が少なくともグレイバランスのとれた
色バランスの画像となるように画像データを修正する修正条件を決定するにあたり、修正
条件の決定に用いる画像特徴量の抽出対象である、高濃度側階調値域に対応する原画像中
の基準部分及び低濃度側階調値域に対応する原画像中の基準部分の少なくとも一方を検出
する。なお、本発明における階調値は、濃度値、透過度、明度、輝度、網点面積率等の画
像の濃淡を表す値である。また、修正条件の決定に用いる基準部分の画像特徴量としては
、例えば基準部分の色味に関連する画像特徴量、より詳しくは基準部分における各成分色
毎の濃度、各成分色の色差、色比等が挙げられる。
【００２９】
　ところで、原画像中の主要画像部の階調値が極端に高い又は極端に低い等の場合には、
前記基準部分として原画像中の主要画像部が検出されることがある。原画像中の主要画像
部の色味は非中性色であることが殆どである（特に主要画像部が人物の顔に相当する画像
部の場合）ことが経験的に知られているので、基準部分として原画像中の主要画像部が検
出された場合には、原画像中の主要画像部の画像特徴量に基づいて修正条件を決定したと
すると修正条件が主要画像部の色味の影響を受け、画像データが表す画像がグレイバラン
スがとれた色バランスの画像となるように画像データを修正できる修正条件が得られる確
率は低い。
【００３０】
　これに対し請求項２の発明では、検出した基準部分が原画像中の主要画像部に対応して
いるか否かを判定し、

検出した基準部分が主要画像部
に対応していると判定した場合に、検出した基準部分が主要画像部に対応していないと判
定した場合よりも、第１の画像特徴量が修正条件の決定に関与する度合いが低下するよう
に、 画像特徴量及び 画像特徴量の重みを決定して重み付き平均値を演算し、
演算した重み付き平均値に基づいて修正条件を決定する。なお、前記修正条件の決定に関
与する度合いを低下させることには、前記関与する度合いを０にする（すなわち修正条件
の決定に用いない）ことも含む。
【００３２】
　これにより、色味が非中性色である可能性の高い主要画像部の画像特徴量が修正条件に
悪影響を及ぼす可能性が低減されるので、画像データが表す画像がグレイバランスのとれ
た画像となり、主要画像部が適正な色味で再現されるように画像データを修正できる修正
条件の得率が向上する。そして請求項 の発明では、決定した修正条件に従って画像デー
タを修正するので、原画像中の主要画像部の階調値が極端に高い又は低い場合にも（すな
わち検出した基準部分の色味が非中性色の場合にも）、画像データが表す画像がグレイバ
ランスのとれた画像となり、主要画像部が適正な色味で再現されるように画像データを修
正することができ、カラーフェリアの発生を防止することができる。
【００３３】
　請求項 記載の発明は、請求項 の発明において、前記原画像中の主要画像部の階調値
を算出し、算出した主要画像部の階調値が所定の階調値に修正されるように前記修正条件
を決定することを特徴としている。
【００３４】
　請求項 記載の発明では、原画像中の主要画像部の階調値を算出し、算出した主要画像
部の階調値が所定の階調値に修正されるように修正条件を決定するので、原画像中の主要
画像部の階調値が極端に高い又は低い場合であっても、画像データが表す画像中の主要画
像部が適正な階調値で再現されるように画像データを修正できる修正条件を得ることがで
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き、濃度フェリアの発生を防止することができる。
【００３５】
　請求項４記載の発明に係る画像処理装置は、原画像を表す画像データに対し、前記画像
データが表す原画像が少なくともグレイバランスのとれた色バランスの画像となるように
、前記画像データを修正条件に従って修正する画像処理装置であって、前記修正条件の決
定に用いる画像特徴量の抽出対象である、高濃度側階調値域に対応する前記原画像中の基
準部分及び低濃度側階調値域に対応する前記原画像中の基準部分の少なくとも一方を検出
する検出手段と、前記検出手段によって検出された基準部分が前記原画像中の主要画像部
に対応しているか否かを判定する判定手段と、

前記検出された基準部分が前記主要画像部に対応していると前記判定手段によって判定さ
れた場合に、前記検出された基準部分が前記主要画像部に対応していないと前記判定手段
によって判定された場合よりも、前記 画像特徴量が前記修正条件の決定に関与する
度合いが低下するように、前記 画像特徴量及び前記 画像特徴量の重みを決定
して重み付き平均値を演算し、演算した前記重み付き平均値に基づいて前記修正条件を決
定する決定手段と、前記決定手段によって決定された修正条件に従って前記画像データを
修正する修正手段と、を備えたことを特徴としている。
【００３６】
　請求項 記載の発明では、修正条件の決定に用いる画像特徴量の抽出対象である、高濃
度側階調値域に対応する原画像中の基準部分及び低濃度側階調値域に対応する原画像中の
基準部分の少なくとも一方が検出手段によって検出され、検出された基準部分が原画像中
の主要画像部に対応しているか否かが判定手段によって判定され、決定手段では、

検出された基準部分が主要画像部に対応していると判定さ
れた場合に、検出された基準部分が主要画像部に対応していないと判定された場合よりも
、 画像特徴量が修正条件の決定に関与する度合いが低下するように、 画像特
徴量及び 画像特徴量の重みを決定して重み付き平均値を演算し、演算した重み付き
平均値に基づいて修正条件を決定するので、請求項２の発明と同様に、原画像中の主要画
像部の階調値が極端に高い又は低い場合にも、主要画像部が適正に再現されるように画像
データを修正することができ、カラーフェリアの発生を防止することができる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態の一例を詳細に説明する。
【００３８】
　〔第１実施形態〕
　図１には本実施形態に係る写真処理システム１０が示されている。写真処理システム１
０には、図示しないカメラによって画像が撮影記録されたネガフィルム１２が多数本持ち
込まれる。持ち込まれた多数本のネガフィルム１２は、スプライシングテープ等によって
繋ぎ合わされ、図示しないフィルムプロセッサで現像等の処理が行われた後にフィルム画
像読取装置１６へセットされる。
【００３９】
　フィルム画像読取装置１６の内部には、フィルム搬送路に沿ってプレスキャン部３６、
ファインスキャン部３８が順次配置されている。各スキャン部３６、３８ではネガフィル
ム１２に記録されているフィルム画像の走査読み取りを各々行う。図２に示すように、プ
レスキャン部３６よりもフィルム搬送路の上流側にはバーコードリーダ４０が設けられて
いる。バーコードリーダ４０は、発光素子４０Ａと受光素子４０Ｂとの対がフィルム搬送
路を挟んで対向配置されて構成されている。受光素子４０Ｂは制御回路４２に接続されて
いる。制御回路４２は、受光素子４０Ｂから出力される信号のレベルの変化に基づいて、
ネガフィルム１２に光学的に記録されている、フィルム種等を表すバーコードを読み取り
、ネガフィルム１２のフィルム種等を判断する。
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【００４０】
　バーコードリーダ４０とプレスキャン部３６との間には、ネガフィルム１２を挟持搬送
する一対のローラ４４、読取ヘッド４６、画面検出センサ５０が順次配置されている。読
取ヘッド４６及び画面検出センサ５０は各々制御回路４２に接続されている。フィルム画
像読取装置１６にセットされるネガフィルム１２の中には、裏面に透明な磁性材料が塗布
されて磁気層が形成され、この磁気層にコマ番号、フィルム種、撮影時の撮影条件等を表
す情報が磁気記録されていることがある。読取ヘッド４６は前記磁気層に磁気記録された
情報を読取可能な位置に配置されており、前記情報を読み取って制御回路４２へ出力する
。
【００４１】
　また、画面検出センサ５０は前述のバーコードリーダ４０と同様に発光素子と受光素子
の対で構成されている。制御回路４２は画面検出センサ５０の受光素子から出力される信
号のレベルの変化に基づいて、ネガフィルム１２上におけるフィルム画像の位置（及びサ
イズ）を判断する。
【００４２】
　一方、プレスキャン部３６は、プレスキャン部３６を通過するネガフィルム１２へ向け
て光を射出するように配置されたランプ５２を備えている。ランプ５２はドライバ５４を
介して制御回路４２に接続されており、射出する光の光量が予め定められた所定値となる
ようにドライバ５４から供給される電圧の大きさが制御回路４２によって制御される。ラ
ンプ５２の光射出側にはＣ（シアン）、Ｍ（マゼンダ）、Ｙ（イエロー）の３枚の調光フ
ィルタから成る調光フィルタ群５６、光拡散ボックス５８が順に配置されており、さらに
フィルム搬送路を挟んで結像レンズ６０、ＣＣＤラインセンサ６２が順に配置されている
。
【００４３】
　調光フィルタ群５６の各調光フィルタは、ＣＣＤラインセンサ６２におけるＲ、Ｇ、Ｂ
の３色の感度のばらつきを補正するために、光路中への挿入量が予め調整されている。調
光フィルタ群５６、光拡散ボックス５８、ネガフィルム１２及び結像レンズ６０を順次透
過した光はＣＣＤラインセンサ６２の受光面に照射される。ＣＣＤラインセンサ６２は、
Ｒの光の光量を検出するセンサ、Ｇの光の光量を検出するセンサ及びＢの光の光量を検出
するセンサが隣接配置されて成る多数のセンサユニットが、ネガフィルム１２の幅方向に
沿って所定間隔隔てて配列されて構成されている。
【００４４】
　従って、ＣＣＤラインセンサ６２は画像を、前記センサユニットの間隔を１辺の大きさ
とする多数個の画素に分割し、各画素毎に透過光量を検出する。前記結像レンズ６０は、
ネガフィルム１２を透過した光のうち、ランプ５２から射出された光の光軸と交差しかつ
ネガフィルム１２の幅方向に沿った１画素列（以下、この画素列に対応する位置を読取位
置という）を透過した光を、ＣＣＤラインセンサ６２の受光面に結像させる。
【００４５】
　ＣＣＤラインセンサ６２の出力側には、増幅器６４、ＬＯＧ変換器６６、Ａ／Ｄ変換器
６８が順に接続されている。ＣＣＤラインセンサ６２から出力された信号は、増幅器６４
で増幅され、ＬＯＧ変換器６６で対数変換され、Ａ／Ｄ変換器６８によってデジタルの画
像データ（フィルム画像の各画素のＲ、Ｇ、Ｂ毎の濃度値を表すデータ）に変換される。
Ａ／Ｄ変換器６８は制御回路４２に接続されており、Ａ／Ｄ変換器６８から出力された画
像データはプレスキャン画像データとして制御回路４２に入力される。なお、プレスキャ
ン画像データは本発明の原画像情報に対応しており、プレスキャン部３６は本発明の入力
手段に対応している。
【００４６】
　制御回路４２は、図示は省略するがＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力ポートを備え、こ
れらがバスを介して互いに接続されて構成されている。また制御回路４２は、入力された
プレスキャン画像データ等を記憶するための不揮発性の記憶部７０と、ファインスキャン

10

20

30

40

50

(7) JP 3954144 B2 2007.8.8



画像データ（後述）を記録用画像データに変換するためのルックアップテーブル（ＬＵＴ
）７１を備えている。更に、制御回路４２にはＣＲＴディスプレイ７２が接続されており
、入力されたプレスキャン画像データを用いて処理を行って、ポジ画像をディスプレイ７
２に表示することも可能とされている。
【００４７】
　また、プレスキャン部３６とファインスキャン部３８との間には、搬送ローラ対７４と
従動ローラ７６とから成るローラ群と、従動ローラ７８Ａ、７８Ｂ、７８Ｃから成るロー
ラ群と、が所定間隔隔てて配置されている。この２つのローラ群の間ではネガフィルム１
２のループが形成される。このループにより、プレスキャン部３６におけるネガフィルム
１２の搬送速度と、ファインスキャン部３８におけるネガフィルム１２の搬送速度と、の
差が吸収される。搬送ローラ対７４にはパルスモータ８０が連結されている。パルスモー
タ８０はドライバ８２を介して制御回路４２に接続されている。制御回路４２はドライバ
８２を介してパルスモータ８０を駆動することにより、ネガフィルム１２を搬送させる。
【００４８】
　一方、ファインスキャン部３８はプレスキャン部３６とほぼ同一の構成とされている。
すなわち、ファインスキャン部３８はネガフィルム１２へ向けて光を射出するランプ８４
を備えている。ランプ８４はドライバ８６を介して制御回路４２に接続されており、射出
する光が所定の光量となるようにドライバ８６からの供給電圧の大きさが制御回路４２に
よって制御される。ランプ８４の光射出側には３枚の調光フィルタから成る調光フィルタ
群８８、光拡散ボックス９０が順次配置されており、さらにフィルム搬送路を挟んで結像
レンズ９２、ＣＣＤラインセンサ９４が順次配置されている。
【００４９】
　調光フィルタ群８８の各調光フィルタも、ＣＣＤラインセンサ９４におけるＲ、Ｇ、Ｂ
の３色の感度のばらつきを補正するために、光路への挿入量が予め調整されている。結像
レンズ９２は、調光フィルタ群８８、光拡散ボックス９０、ネガフィルム１２を透過した
光のうち、読取位置に位置している画素列を透過した光をＣＣＤラインセンサ９４の受光
面に結像させる。ＣＣＤラインセンサ９４もＣＣＤラインセンサ６２と同様の構成とされ
ているが、センサユニットの間隔がＣＣＤラインセンサ６２よりも小さくされている。従
って、ＣＣＤラインセンサ９４はＣＣＤラインセンサ６２と比較して、画像をさらに細か
くさらに多数個の画素に分割し、各画素毎に透過光量を検出する。
【００５０】
　ＣＣＤラインセンサ９４の出力側には、増幅器９６、ＬＯＧ変換器９８、Ａ／Ｄ変換器
１００が順に接続されている。ＣＣＤラインセンサ９４から出力された信号は、増幅器９
６で増幅され、ＬＯＧ変換器９８で対数変換された後に、Ａ／Ｄ変換器１００によってデ
ジタルの画像データに変換される。Ａ／Ｄ変換器１００は制御回路４２に接続されており
、変換された画像データはファインスキャン画像データとして制御回路４２に入力される
。なお、ファインスキャン画像データは本発明の原画像情報に対応しており、ファインス
キャン部３８も本発明の入力手段に対応している。
【００５１】
　制御回路４２は、詳細は後述するが、プレスキャン部３６から入力されたプレスキャン
画像データに基づいてＬＵＴ７１に設定する変換データを求め、変換データを設定したＬ
ＵＴ７１により、ファインスキャン部３８から入力されたファインスキャン画像データを
印画紙等の記録材料に画像を記録するための記録用画像データに変換する。制御回路４２
はプリンタプロセッサ１８のプリントヘッド１２０（詳細は後述）と接続されており、前
記変換により得られた記録用画像データを記録信号に変換してプリントヘッド１２０へ転
送する。
【００５２】
　また、ファインスキャン部３８の下流側には搬送ローラ対１０２が配置されている。搬
送ローラ対１０２にもパルスモータ１０４が連結されている。パルスモータ１０４はドラ
イバ１０６を介して制御回路４２に接続されている。制御回路４２はドライバ１０６を介
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してパルスモータ１０４を駆動することにより、ネガフィルム１２を搬送させる。
【００５３】
　一方、図１に示すように、プリンタプロセッサ１８には層状に巻き取られた印画紙等の
記録材料１１２を収納するマガジン１１４がセットされている。記録材料１１２はマガジ
ン１１４から引き出され、カッタ部１１６を介してプリンタ部１１０へ送り込まれる。プ
リンタ部１１０にはプリントヘッド１２０が設けられており、このプリントヘッド１２０
はフィルム画像読取装置１６の制御回路４２に接続されている。プリントヘッド１２０は
、制御回路４２から記録信号が転送されると、該記録信号に基づいて記録材料１１２への
画像の露光を行う。
【００５４】
　このプリントヘッド１２０としては、例えばＲ、Ｇ、Ｂの各成分色毎のレーザ光を前記
記録信号に応じて変調すると共に、記録材料１１２の搬送方向と直交する方向に沿って走
査させて記録材料１１２に照射することにより、記録材料１１２上に画像を露光記録する
構成のプリントヘッドを用いることができる。また、これに代えて、ＣＲＴや液晶パネル
等の表示手段を備え、記録信号が表す画像を表示手段に表示させ、表示手段に表示された
画像を記録材料１１２上に露光記録する構成（例えば表示手段としてＣＲＴを用いた場合
には、ＣＲＴから射出された光を直接又は空間光変調素子を介して記録材料１１２に照射
することにより実現でき、表示手段として液晶パネルを用いた場合には、液晶パネルを透
過した光を記録材料１１２に照射することにより実現できる）のプリントヘッドを用いて
もよい。
【００５５】
　プリンタ部１１０を通過した記録材料１１２は、リザーバ部１５０へ送り込まれる。リ
ザーバ部１５０は所定間隔隔てて一対のローラ１５２が設けられており、記録材料１１２
はこの一対のローラ１５２間でループが形成される。このループによって、プリンタ部１
１０と下流側のプロセッサ部１５４との搬送速度差が吸収される。プロセッサ部１５４に
は、発色現像槽１５６、漂白定着槽１５８、水洗槽１６０、１６２、１６４が順に配置さ
れている。これら各処理槽内には各々所定の処理液が貯留されている。記録材料１１２は
各処理槽内へ順に送り込まれ、各処理液に浸漬されて処理される。
【００５６】
　プロセッサ部１５４の下流側には乾燥部１６６が設けられている。乾燥部１６６は図示
しないファンとヒータとによって生成した熱風を記録材料１１２に供給する。これにより
、記録材料１１２の表面に付着した水分が乾燥される。乾燥部１６６を通過した記録材料
１１２は、カッタ部１６８でプリント毎に切断された後にプリンタプロセッサ１８の外部
へ排出される。
【００５７】
　次に本第１実施形態の作用を説明する。図３は、本実施形態に係る制御回路４２の作用
を、機能毎にブロックに分けて示したものである。なお、図３ではプレスキャン部３６か
ら入力されるプレスキャン画像データを実線の矢印で、ファインスキャン部３８から入力
されるファインスキャン画像データを破線の矢印で各々示している。
【００５８】
　図３に示すように、制御回路４２は、画像データ入力手段２００、主要画像部抽出手段
２０２、第１の変換条件設定手段２０４、変換条件記憶手段２０６、第２の変換条件設定
手段２０８、変換条件決定手段２１０、画像信号変換手段２１２を備えている。各手段で
実行される処理の詳細については、後にフローチャートを用いて詳述するが、画像データ
入力手段２００はプレスキャン部３６及びファインスキャン部３８に対応しており、プレ
スキャン画像データ及びファインスキャン画像データを各々入力する。
【００５９】
　主要画像部抽出手段２０２では、画像データ入力手段２００から入力されたプレスキャ
ン画像データに基づいて、ネガ画像中の主要画像部を抽出し、主要画像部の濃度を演算す
る。第１の変換条件設定手段２０４ではプレスキャン画像データに基づいて、該画像デー
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タが表すフィルム画像の色バランスを適正な色バランスに修正するための変換条件（第１
の変換条件）を設定する。変換条件記憶手段２０６は記憶部７０の記憶領域の一部を含ん
で構成されており、フィルム画像に関する情報を多数のフィルム画像について記憶してい
る。第２の変換条件設定手段２０８は、変換条件記憶手段２０６に記憶されている多数の
フィルム画像の情報に基づいて、多数のフィルム画像の第１の変換条件の平均に相当する
変換特性を有する第２の変換条件を設定する。
【００６０】
　変換条件決定手段２１０では、主要画像部抽出手段２０２による主要画像部の抽出結果
等に基づいて、色バランスの修正を行うフィルム画像に対して第１の変換条件設定手段２
０４が設定した第１の変換条件と、第２の変換条件設定手段２０８が設定した第２の変換
条件と、の各々に対する重みを定め、双方の変換条件の重み付き平均に相当する色バラン
ス変換条件（具体的にはＬＵＴ７１に設定する変換データ）を決定するか、或いは第２の
変換条件のみから色バランス変換条件を決定する。
【００６１】
　画像信号変換手段２１２もＬＵＴ７１を含んで構成されており、変換条件決定手段２１
０によって決定された変換データをＬＵＴ７１に設定し、該ＬＵＴ７１により、画像デー
タ入力手段２００から入力されたファインスキャン画像データに対する色バランスの変換
（修正）を行う。
【００６２】
　次に図４のフローチャートを参照し、制御回路４２で実行される色バランス変換条件の
設定・変換処理について説明する。ステップ２５０では、プレスキャン部３６からプレス
キャン画像データが入力されたか否か判定する。判定が否定された場合にはステップ２９
０へ移行し、ファインスキャン部３８からファインスキャン画像データが入力されたか否
か判定する。
【００６３】
　図２に示した構成からも明らかなように、フィルム画像読取装置１６では各フィルム画
像に対し、プレスキャン部３６、ファインスキャン部３８の順で、両スキャン部３６、３
８において各々フィルム画像の読み取りを行うと共に、プレスキャン部３６におけるフィ
ルム画像の読み取りと、ファインスキャン部３８におけるフィルム画像の読み取りとは非
同期で行われる。このため、ステップ２９０の判定も否定された場合にはステップ２５０
へ戻り、プレスキャン画像データ又はファインスキャン画像データが入力される迄、ステ
ップ２５０、２９０を繰り返す。
【００６４】
　プレスキャン部３６でフィルム画像の読み取りが行われてプレスキャン画像データが入
力されると、ステップ２５０の判定が肯定されてステップ２５２へ移行し、入力されたプ
レスキャン画像データを取り込んで記憶部７０に記憶する。次のステップ２５４以降では
、ネガフィルムの発色濃度特性等に応じて画像データの各成分色毎の階調バランス（色バ
ランス）の修正を行うための色バランス変換条件を求める。すなわち、本実施形態では多
数のフィルム画像のデータ（プレスキャン画像データ）が、各々フィルム種と対応されて
記憶部７０に記憶されている。なお、このプレスキャン画像データは、後述するように第
２の変換条件の設定に用いられるので、記憶部７０は変換条件記憶手段２０６に対応して
いる。
【００６５】
　ステップ２５４では、バーコードリーダ４０がネガフィルム（フィルム画像が記録され
ているネガフィルム）に記録されているバーコードを読み取ることによって検出された前
記ネガフィルムのフィルム種を取込み、記憶部７０に予め記憶されている多数のフィルム
画像のデータのうち、前記取り込んだフィルム種と同一のフィルム種のネガフィルムに記
録されていたフィルム画像のデータを取り込む。
【００６６】
　次のステップ２５６では、取り込んだ多数のフィルム画像のデータに基づき、多数のフ
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ィルム画像の平均的な３色の階調バランスを表す平均階調バランス曲線を決定する。この
平均階調バランス曲線は、例えばＧ濃度又は３色平均濃度を基準濃度として定めることが
できる。例えば基準濃度としてＧ濃度を用いた場合には、多数のフィルム画像の各画素を
各画素のＧ濃度の高低に基づいてクラス分けし、各クラス毎にＲ濃度の平均値及びＢ濃度
の平均値を演算する。そして、Ｇ濃度とＲ濃度の平均値との関係、及びＧ濃度とＢ濃度の
平均値との関係を最小二乗法等により直線又は曲線で近似することにより、平均階調バラ
ンス曲線（又は直線）を得ることができる。図５には、基準濃度としてＧ濃度を用いた場
合のＧ濃度とＲ濃度との関係を表す平均階調バランス曲線の一例を示す。
【００６７】
　ステップ２５６では、同一フィルム種のネガフィルムに記録されていた多数のフィルム
画像のデータを用いて平均階調バランス曲線を定めているので、この平均階調バランス曲
線は、前記フィルム種のフィルム画像に記録されている大多数の標準的なフィルム画像に
おけるグレイ部分の３色のバランスを表している。なお、ステップ２５４、２５６で平均
階調バランス曲線を決定することに代えて、平均階調バランス曲線をフィルム種毎に予め
定めて記憶しておき、対応する平均階調バランス曲線を取り込んで用いるようにしてもよ
い。
【００６８】
　次のステップ２５８では、先のステップ２５２で取り込んだプレスキャン画像データに
基づいて、該プレスキャン画像データに対応するフィルム画像に対し、各成分色毎に最大
基準濃度ｄｘ i 、最小基準濃度ｄｎ i （但し i はＲ、Ｇ、Ｂの何れかを表す、以下では「
個別最大基準濃度ｄｘ i 」、「個別最小基準濃度ｄｎ i 」と称する）を演算する。この個
別最大基準濃度ｄｘ i 、個別最小基準濃度ｄｎ i としては、例えば三色平均濃度が最大又
は最小の画素の各成分色毎の濃度値を用いることができる。
【００６９】
　個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i は、色バランス修正対象のフィルム画像に対して個別の色
バランス変換条件を設定する際に用いられる基準濃度であり、各成分色毎の個別最大基準
濃度ｄｘ i が各々第１の所定濃度に変換され、各成分色毎の個別最小基準濃度ｄｎ i が各
々第２の所定濃度に変換されるように色バランス変換条件を定めたとすると、ネガフィル
ムのフィルム種毎のフィルム特性のばらつきを補正できると共に、色バランス修正対象の
フィルム画像に照明光の種類の相違等に起因する全体的な色バランスの偏倚があれば、こ
れを補正できる変換特性を有する色バランス変換条件が得られる。従って、個別最大基準
濃度ｄｘ i 及び個別最小基準濃度ｄｎ i は第１の変換条件に対応しており、個別基準濃度
ｄｘ i 、ｄｎ i を設定するステップ２５８は、第１の変換条件設定手段２０４に対応して
いる。
【００７０】
　また、ステップ２５８で各成分色毎の濃度を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用し
たフィルム画像中の特定画素は、請求項 に記載の基準部分に対応しており、個別基準濃
度ｄｘ i 、ｄｎ i は基準部分から抽出した画像特徴量に対応している。
【００７１】
　ステップ２６０では、上記で設定した個別最大基準濃度ｄｘ i 及び個別最小基準濃度ｄ
ｎ i に基づき、前述の平均階調バランス曲線より平均最大基準濃度ＤＸ i 及び平均最小基
準濃度ＤＮ i を決定する。具体的には、例えば平均階調バランス曲線がＧ濃度を基準濃度
として定められている場合には、個別最大基準Ｇ濃度ｄｘ Gを平均最大基準Ｇ濃度ＤＸ Gと
すると共に個別最小基準Ｇ濃度ｄｎ Gを平均最小基準Ｇ濃度ＤＮ Gとし、この平均基準Ｇ濃
度ＤＸ G、ＤＮ Gに基づいて平均階調バランス曲線からＲ及びＢについての平均基準濃度Ｄ
Ｘ i 、ＤＮ i を決定する（図６には、平均基準Ｇ濃度ＤＸ G、ＤＮ Gから平均基準Ｒ濃度Ｄ
Ｘ R、ＤＮ Rを求めている例を示す）。
【００７２】
　平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i は、同一フィルム種のネガフィルムに記録された多数のフ
ィルム画像のデータから定めた平均階調バランス曲線を用いて求めているので、各成分色
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毎の平均最大基準濃度ＤＸ i が各々第１の所定濃度に変換され、各成分色毎の平均最小基
準濃度ＤＮ i が各々第２の所定濃度に変換されるように色バランス変換条件を定めたとす
ると、ネガフィルムのフィルム種毎のフィルム特性のばらつきを補正できると共に、濃度
値が個別基準濃度ｄｘ i 又はｄｎ i として採用されるフィルム画像中の特定画素の色味が
非中性色であったとしても、該フィルム画像中の中性色（グレイ）の被写体に相当する部
分を記録画像上でグレイとして再現できる（グレイバランスのとれた色バランスの記録画
像が得られる）変換特性を有する色バランス変換条件が得られる。従って、平均最大基準
濃度ＤＸ i 及び平均最小基準濃度ＤＮ i は第２の変換条件に対応しており、平均基準濃度
ＤＸ i 、ＤＮ i を決定するステップ２６０は、ステップ２５４、２５６と共に第２の変換
条件設定手段２０８に対応している。
【００７３】
　次のステップ２６２では、先のステップ２５２で取り込んだプレスキャン画像データに
基づいて、フィルム画像中の主要画像部を抽出し、主要画像部濃度ＤＮＦを演算により推
定する。このステップ２６２は主要画像部抽出手段２０２に対応している。なお主要画像
部濃度としては、Ｒ、Ｇ、Ｂの各成分色のうちの何れか１色、又は各成分色の重み付き平
均値等を用いることができる。
【００７４】
　主要画像部の抽出及び主要画像部濃度ＤＮＦの推定は、例えば入力されたプレスキャン
画像データに基づいてディスプレイ７２等にフィルム画像を表示し（ポジ画像に変換して
表示することが好ましい）、ライトペン等によりフィルム画像中の主要画像部をオペレー
タに指定させることによりフィルム画像中の主要画像部の位置を特定し、位置を特定した
領域の平均濃度等を主要画像部濃度ＤＮＦとすることができる。
【００７５】
　また、主要画像部の抽出及び主要画像部濃度ＤＮＦの推定は、上記のようにオペレータ
の手を煩わすことなく自動的に推定することも可能である。すなわち、主要画像部として
のフィルム画像中の人物の顔に相当する領域（顔領域）を抽出し、抽出した顔領域の濃度
（例えば平均濃度等）を主要画像部濃度とする。顔領域の抽出方法としては、例えば特開
昭  52-156624号公報、特開昭  52-156625号公報、特開昭 53-12330号公報、特開昭  53-1456
20号公報、特開昭  53-145621号公報、特開昭  53-145622号公報等に記載されているように
、フィルム画像の測光によって得られた測光データに基づき、各画素が色座標上で肌色の
範囲内に含まれているか否か判定し、肌色の範囲内と判断した画素のクラスタ（群）が存
在している領域を顔領域として抽出することができる。
【００７６】
　また、本願出願人が特開平 4-346333号公報、特開平 5-100328号公報、特開平 5-165120号
公報等で提案しているように、画像データに基づいて色相値（及び彩度値）についてのヒ
ストグラムを求め、求めたヒストグラムを山毎に分割し、各測定点が分割した山の何れに
属するかを判断して各測定点を分割した山に対応する群に分け、各群毎に画像を複数の領
域に分割し（所謂クラスタリング）、該複数の領域のうち人物の顔に相当する領域を推定
し、推定した領域を顔領域として抽出する抽出方式を適用するようにしてもよい。
【００７７】
　また、本願出願人が既に特開平 8-122944号、特開平 8-184925号で提案しているように、
画像データに基づいて、画像中に存在する人物の各部に特有の形状パターン（例えば頭部
の輪郭、顔の輪郭、顔の内部構造、胴体の輪郭等を表す形状パターン）の何れか１つを探
索し、検出した形状パターンの大きさ、向き、検出した形状パターンが表す人物の所定部
分と人物の顔との位置関係に応じて、人物の顔に相当すると推定される領域を設定すると
共に、検出した形状パターンと異なる他の形状パターンを探索し、先に設定した領域の、
人物の顔としての整合性を求め、顔領域を抽出する抽出方式を適用することも可能である
。
【００７８】
更に、フィルム画像中の背景に相当すると推定される領域（背景領域）を判断し、背景領
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域以外の領域を主要画像部に相当する領域として抽出するようにしてもよい。具体的には
、画像データに基づいて各画素の色が、色座標上で明らかに背景に属する特定の色（例え
ば空や海の青、芝生や木の緑等）の範囲内に含まれているか否か判定し、前記特定の色範
囲内と判断した画素のクラスタ（群）が存在している領域を背景領域と判断して除去し、
残った領域を非背景領域（主要画像部）として抽出することができる。同様に、明らかに
背景に属する特定濃度の範囲内に含まれるか否かを判定して背景領域を求め、残った領域
を主要画像部として抽出するようにしてもよい。
【００７９】
　また、本願出願人が特開平 8-122944号、特願平 6-266598号で提案しているように、前記
と同様にして画像を複数の領域に分割した後に、各領域毎に背景に相当する領域としての
特徴量（輪郭に含まれる直線部分の比率、線対称度、凹凸数、画像外縁との接触率、領域
内の濃度コントラスト、領域内の濃度の変化パターンの有無等）を求め、求めた特徴量に
基づいて各領域が背景領域か否か判定し背景部と判断した領域を除去し、残った領域を非
背景領域（主要画像部）として抽出するようにしてもよい。
【００８０】
　また、上記のようにフィルム画像中に存在する主要画像部の位置を特定することなく、
ネガフィルム１２の磁気層から読取ヘッド４６によって読み取った撮影条件を表す情報（
例えば撮影時のストロボ発光の有無や撮影時に測定された被写体との距離）等に基づいて
、フィルム画像中の主要画像部濃度を推定することも可能である。例えばフィルム画像が
、ストロボを発光させて撮影された画像であり、かつ被写体との距離が近距離～中距離程
度の場合、主要画像部は高濃度～中濃度の階調値範囲に存在（但しフィルム画像がネガ画
像の場合）していると推定できる。また、撮影時に測定された被写体輝度等の撮影条件も
考慮して主要画像部濃度を推定することも可能である。
【００８１】
　更に、フィルム画像中に、顔領域等のように明らかに主要画像部と判断できる画像部が
存在していない場合には、例えばフィルム画像を、ハイライト画像部を重視すべき画像、
シャドー画像部を重視すべき画像、中間階調値画像部を重視すべき画像等に分類し、主要
画像部濃度として各分類毎に予め定められた濃度値を用いたり、フィルム画像中の予め定
められた領域の濃度値を主要画像部濃度とすることができる。
【００８２】
　また、フィルム画像を面露光により記録材料に記録する場合の露光量は、フィルム画像
の各種の画像特徴量に基づいて決定されることが一般的であるが、この露光量決定方法に
よって主要画像部を適正に再現できる露光量が得られるのであれば、前記露光量決定方法
によりフィルム画像を面露光する際の露光量を演算し、得られた露光量に対応する濃度値
を逆算して主要画像部濃度を求めることも可能である。
【００８３】
　上記のようにして主要画像部の抽出、主要画像部濃度ＤＮＦの推定を行うとステップ２
６４へ移行し、先のステップ２５８で各成分色毎の濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i 
として採用したフィルム画像中の特定画素は、ステップ２６２で抽出した主要画像部に対
応する画素か否か判定する。判定が肯定された場合にはステップ２６６へ移行し、先のス
テップ２６２における主要画像部の抽出精度（主要画像部として抽出した領域の確度）が
高いか否か判定する。このステップ２６４、２６６は請求項 に記載の判定手段に対応し
ている。
【００８４】
　このステップ２６４又はステップ２６６の判定が否定された場合は、先のステップ２５
８で濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用したフィルム画像中の特定画素が、
主要画像部に対応していない画素か、又は主要画像部に対応していると断定できない画素
である場合である。このため、ステップ２６４又はステップ２６６の判定が否定された場
合にはステップ２７０へ移行し、個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i に対する重み係数ｗ 1 （第
１の変換条件に対する重みに相当）及び平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i に対する重み係数ｗ
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2 （第２の変換条件に対する重みに相当）を決定する。重み係数ｗ 1 、ｗ 2 は、一例とし
て以下のようにして決定することができる。
【００８５】
　例えば、先のステップ２６４の判定が否定されてステップ２７０に移行した場合には、
濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用したフィルム画像中の特定画素が主要画
像部に対応していない画素である可能性が高いので、個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i に対す
る重みを比較的大きくする（例えばｗ 1 ＝ｗ 2 ＝ 0.5 や、ｗ 1 ＞ 0.5 でｗ 2 ＜ 0.5 等）。
【００８６】
　一方、ステップ２６４の判定は肯定されたものの、ステップ２６６の判定が否定されて
ステップ２７０に移行した場合には、濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用し
たフィルム画像中の特定画素が主要画像部に対応する画素である可能性も若干残っている
。主要画像部の色味は非中性色であることが殆どであるので、個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ
i がフィルム画像中の非中性色の部分の色バランスを表している可能性がある。このため
、ステップ２６４の判定が否定された場合よりも個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i に対する重
みを比較的小さくする（例えばｗ 1 ＜ 0.5 でｗ 2 ＞ 0.5 等）。
【００８７】
　上述した各基準濃度に対する重みの決定は、請求項２に記載の「基準部分が主要画像部
に対応していると判定した場合に、基準部分が主要画像部に対応していないと判定した場
合よりも、 画像特徴量（本実施形態では個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i ）が修正条件
の決定に関与する度合いを低下させ」ることに相当している。
【００８８】
　また、上記以外の他の条件に応じて各基準濃度に対する重みを更に調整するようにして
もよい。例えば個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i と平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i とが近似して
いる場合（すなわち第１の変換条件と第２の変換条件とが近似している場合）には、色バ
ランス修正対象のフィルム画像は、照明光の相違等に起因する全体的な色バランスの偏倚
のない画像である可能性が高いので、平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i に対する重みが大きく
なるように調整してもよい。
【００８９】
　また、標準的な照明光（例えば昼光）で照明されたシーンを表すフィルム画像に対し、
照明光の種類の相違によりフィルム画像の３色のバランスがどのように変化するかは従来
より知られている。このため、例えば平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i が表す３色のバランス
を基準（すなわちグレイ）としたときの個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i が表す３色のバラン
スの差異が、照明光の種類の相違とみなせる差異か否かを判断し、照明光の種類が異なっ
ていると判断した場合には、個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i に対する重みが大きくなるよう
に調整してもよい。
【００９０】
　ステップ２７２では上記で決定された重み係数ｗ 1 、ｗ 2 を用い、次の（１）式及び（
２）式に従って個別最大基準濃度ｄｘ i と平均最大基準濃度ＤＸ i との重み付き平均濃度
ＤＤＸ i 、個別最小基準濃度ｄｎ i と平均最小基準濃度ＤＮ i との重み付き平均濃度ＤＤ
Ｎ i を各々演算する。
【００９１】
　ＤＤＸ i ＝ｗ 1 ・ｄｘ i ＋ｗ 2 ・ＤＸ i 　　　　　　　　　　…（１）
　ＤＤＮ i ＝ｗ 1 ・ｄｎ i ＋ｗ 2 ・ＤＮ i 　　　　　　　　　　…（２）
　そして、次のステップ２７４では重み付き平均濃度ＤＤＸ i 、ＤＤＮ i を基準濃度とし
て、ファインスキャン画像データに対して色バランスの修正を行うための色バランス変換
条件を決定する。具体的には、予め定められている高濃度側記録濃度Ｄｓ i 及び低濃度側
記録濃度Ｄｈ i を取込み、記録用画像データに対してネガ－ポジ変換も同時に行うため、
重み付き平均濃度ＤＤＸ i が低濃度側記録濃度Ｄｈ i に変換され、重み付き平均濃度ＤＤ
Ｎ i が高濃度側記録濃度Ｄｓ i に変換されるように、各成分色毎に色バランス変換条件を
決定（詳しくはルックアップテーブル７１に設定する色バランス変換データの生成）する
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。
【００９２】
　なお、図６にはＲ濃度に対する色バランス変換条件の一例（すなわち、重み付き平均Ｒ
濃度ＤＤＸ Rを低濃度側Ｒ記録濃度Ｄｈ Rに変換し、重み付き平均Ｒ濃度ＤＤＮ Rを高濃度
側Ｒ記録濃度Ｄｓ Rに変換する変換特性の色バランス変換条件）を示す。このステップ２
７６は、先のステップ２７４と共に請求項 に記載の決定手段（変換条件決定手段２１０
）に対応している。なお、フィルム画像がポジ画像である等のようにネガ－ポジ変換を行
う必要がない場合には、重み付き平均濃度ＤＤＸ i が高濃度側記録濃度Ｄｓ i に変換され
、重み付き平均濃度ＤＤＮ i が低濃度側記録濃度Ｄｈ i に変換されるように色バランス変
換条件を定めればよい。
【００９３】
　上記の色バランス変換条件は、個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i と平均基準濃度ＤＸ i 、Ｄ
Ｎ i との重み付き平均に相当する変換条件であり、濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i 
として採用したフィルム画像中の特定画素が主要画像部に対応する画素である可能性があ
る場合には、個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i に対する重みを小さくしているので、ネガフィ
ルムのフィルム種、濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用したフィルム画像中
の特定画素の色味が非中性色か否か等に拘らず、フィルム画像中の各画像部が記録画像上
で適正な色味で再現されるようにファインスキャン画像データの色バランスを修正できる
色バランス変換条件が得られる。
【００９４】
　一方、先のステップ２６４及びステップ２６６の判定が各々肯定された場合には、色バ
ランス修正対象のフィルム画像は、例えばストロボを発光させて撮影した等により主要画
像部濃度ＤＮＦが極端に高い又は低い画像であり、濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i 
として採用したフィルム画像中の特定画素が主要画像部に対応する画素である可能性が非
常に高い。主要画像部の色味は非中性色であることが殆どであるので、個別基準濃度ｄｘ
i 、ｄｎ 用いて色バランス変換条件を決定し、決定した色バランス変換条件に従って
色バランスの修正を行ったとすると、変換後の画像データが表す画像はグレイバランスの
とれた色バランスとはならない確率が高い。
【００９５】
　このため、ステップ２６４及びステップ２６６の判定が各々肯定された場合にはステッ
プ２６８に移行し、個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i を用いることなく、平均基準濃度ＤＸ i 
、ＤＮ i を基準濃度として色バランス変換条件を決定する。具体的には、平均最大基準濃
度ＤＸ i が低濃度側記録濃度Ｄｈ i に変換され、平均最小基準濃度ＤＮ i が高濃度側記録
濃度Ｄｓ i に変換されるように、各成分色毎に色バランス変換条件を決定（詳しくはルッ
クアップテーブル７１に設定する色バランス変換データの生成）する。
【００９６】
　上記の色バランス変換条件は、第２の変換条件に相当する平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i 
のみを用いて求めているので、ネガフィルムのフィルム種、濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 
、ｄｎ i として採用したフィルム画像中の特定画素の色味が非中性色か否か等に拘らず、
フィルム画像中の各画像部が記録画像上で適正な色味で再現されるようにファインスキャ
ン画像データの色バランスを修正できる色バランス変換条件が得られる。
【００９７】
　このステップ２６８における色バランス変換条件の決定についても、請求項２に記載の
「基準部分が主要画像部に対応していると判定した場合に、基準部分が主要画像部に対応
していないと判定した場合よりも、 画像特徴量が修正条件の決定に関与する度合い
を低下させ」ることに相当している。なお、ステップ２６４及びステップ２６６の判定が
各々肯定された場合に、ステップ２６８の処理に代えて、ステップ２７０で個別基準濃度
ｄｘ i 、ｄｎ i に対する重み係数ｗ 1 をｗ 1 ＝０として、ステップ２７２以降の処理を行
うようにしてもよい。
【００９８】
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　次のステップ２７６では、上記で決定した色バランス変換条件を、フィルム画像のコマ
番号と対応させて記憶部７０に記憶し、ステップ２５０に一旦戻る。なお、上述したステ
ップ２５２～２７６の処理は、ファインスキャン画像データよりも解像度が低くデータ量
の少ないプレスキャン画像データを対象として行われるので、ファインスキャン画像デー
タを対象として処理を行う場合と比較して、より短時間で処理を完了させることができる
。
【００９９】
　一方、ファインスキャン部３８でフィルム画像の読み取りが行われてファインスキャン
画像データが入力されると、ステップ２９０の判定が肯定されてステップ２９２へ移行し
、入力されたファインスキャン画像データを取り込んで記憶部７０に一旦記憶し、次のス
テップ２９４では、先に取り込んだファインスキャン画像データが表すフィルム画像に対
応する色バランス変換条件（ルックアップテーブル７１に設定すべき色バランス変換デー
タ）を、前記フィルム画像のコマ番号をキーにして検索して取り込み、取り込んだ色バラ
ンス変換データをルックアップテーブル７１に設定する。
【０１００】
　ステップ２９６ではファインスキャン画像データを各成分色のデータ毎にルックアップ
テーブル７１に入力する。これにより、ファインスキャン画像データは、ステップ２９４
で取り込んだ色バランス変換条件に従って、フィルム画像が記録されているネガフィルム
のフィルム特性や、濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用したフィルム画像中
の特定画素の色味が非中性色か否か等に拘らず、記録用画像がグレイバランスのとれた画
像となるように色バランスが修正されて、ルックアップテーブル７１から記録信号として
出力される。
【０１０１】
　次のステップ２９８では記録信号をプリントヘッド１２０に出力してステップ２５０に
戻る。これにより、プリンタプロセッサ１８ではプリントヘッド１２０により、フィルム
画像がポジ画像として記録材料に記録される。上記処理が繰り返されることにより、ネガ
フィルム１２に記録された各フィルム画像から、グレイバランスがとれ、各フィルム画像
中の主要画像部を含む各画像部が適正な色味で再現された記録画像を各々得ることができ
、記録画像にカラーフェリアが発生することを防止することができる。
【０１０２】
　〔第２実施形態〕
　次に本発明の第２実施形態について説明する。なお、本第２実施形態は第１実施形態と
同一の構成であるので、各部分に同一の符号を付して構成の説明を省略し、以下、本第２
実施形態の作用を説明する。
【０１０３】
　本第２実施形態に係る制御回路４２の作用を機能毎にブロックに分けて示したとすると
、第１実施形態で説明した図３と同じになるが、本第２実施形態では変換条件決定手段２
１０において、主要画像部濃度ＤＮＦが色バランス変換条件の設定に用いる基準濃度（重
み付き平均濃度ＤＤＸ i 、ＤＤＮ i 又は平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i ）と等しいか否か判
定し、主要画像部濃度ＤＮＦが基準濃度と等しいと判定した場合には、色バランス変換条
件の修正を行う。
【０１０４】
　次に図７のフローチャートを参照し、本第２実施形態に係る制御回路４２で実行される
色バランス変換条件の設定・変換処理について、第１実施形態で説明した処理と異なる部
分についてのみ説明する。
【０１０５】
　本第２実施形態では、ステップ２６４又はステップ２６６の判定が否定された場合（濃
度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用したフィルム画像中の特定画素が、主要画
像部に対応していない画素か、又は主要画像部に対応していると断定できない画素であっ
た場合）に、ステップ２７０で個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i 及び平均基準濃度ＤＸ i 、Ｄ
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Ｎ i に対する重みを決定し、決定した重みに基づいてステップ２７２で重み付き平均濃度
ＤＤＸ i 、ＤＤＮ i を演算し、重み付き平均濃度ＤＤＸ i 、ＤＤＮ i を基準濃度としてス
テップ２７４で色バランス変換条件を決定した後にステップ２８４へ移行し、主要画像部
濃度ＤＮＦが、重み付き平均濃度ＤＤＸ i の三色平均値ＤＤＸ又は重み付き平均濃度ＤＤ
Ｎ i の三色平均値ＤＤＮに等しいか（又は略等しいか）否か判定する。
【０１０６】
　主要画像部濃度ＤＮＦが濃度ＤＤＸ又は濃度ＤＤＮに等しい（又は略等しい）場合、先
のステップ２７４で決定された色バランス変換条件を用いてファインスキャン画像データ
の変換を行ったとすると、主要画像部濃度ＤＮＦが低濃度側記録濃度Ｄｈ i 又は高濃度側
記録濃度Ｄｓ i に変換され（又は前記何れかの記録濃度に近い値に変換され）、記録画像
上での主要画像部の濃度が極端に高い又は極端に低くなる、所謂濃度ファリアが発生する
と判断できる。このため、ステップ２８４の判定が肯定された場合にはステップ２８６に
移行し、主要画像部濃度ＤＮＦが適正な濃度値に変換されるように色バランス変換条件を
修正する。
【０１０７】
　ＬＵＴ７１に設定する色バランス変換データは、変換前の濃度値と変換後の濃度値との
対応を定めたデータであるが、上記の色バランス変換条件の修正は、例えば色バランス変
換データに対し、該色バランス変換データにおける変換後の濃度値を修正することにより
実現できる。例えば主要画像部濃度ＤＮＦが濃度ＤＤＸに一致していた場合、図８（Ａ）
に示すように重み付き平均濃度ＤＤＸ i が主要画像部記録濃度Ｄｆ（主要画像部記録濃度
Ｄｆ＞低濃度側記録濃度Ｄｈｉ）に変換され、変換前の濃度値に対して変換後の濃度値が
全体的に高濃度側にシフトする（図８（Ａ）の矢印参照）ように、色バランス変換データ
における変換後の濃度値を修正する。
【０１０８】
　また色バランス変換条件の修正は、色バランス変換データにおける変換前の濃度値を修
正することによっても実現できる。例えば濃度ＤＤＸが主要画像部濃度ＤＮＦに一致して
いた場合、図８（Ｂ）に示すように、重み付き平均濃度ＤＤＸ i が主要画像部記録濃度Ｄ
ｆに変換され、変換後の濃度値に対して変換前の濃度値が高濃度側に濃度補正量ΔＤだけ
全体的にシフトする（図８（Ｂ）の矢印参照）ように、色バランス変換データにおける変
換前の濃度値を修正する。これにより、低濃度側記録濃度Ｄｈ i に変換される濃度値はＤ
ＤＸ i'（但し、ＤＤＸ i'＝ＤＤＸ i ＋ΔＤ）となる。なお、図８（Ａ）、図８（Ｂ）のシ
フト量は各成分色とも同じでなければならない。
【０１０９】
　第１実施形態でも説明したように、本実施形態では、ファインスキャン画像データを色
バランス変換条件に従って変換することにより得られる記録信号に基づいて記録材料１１
２への画像の露光を行うので、記録画像上での主要画像部濃度を変更する（図８の例では
、記録画像上での主要画像部濃度を低濃度側記録濃度Ｄｈｉから主要画像部記録濃度Ｄｆ
に変更している）ことは、記録材料１１２への露光量の変更によって実現できる。露光量
の変化と、この露光量の変化に相当するネガ濃度の変化との関係は予め判っている（例え
ば露光量で２０％の変化に相当するネガ濃度の変化は 0.07である）ので、濃度補正量ΔＤ
は記録画像上での主要画像部濃度を主要画像部記録濃度Ｄｆに変更するための露光量の変
化量から求めることができる。
【０１１０】
　なお、上記では主要画像部濃度ＤＮＦが濃度ＤＤＸに等しい（又は略等しい）場合を例
に説明したが、主要画像部濃度ＤＮＦが濃度ＤＤＮに等しい（又は略等しい）場合につい
ても、上記と同様にして色バランス変換条件を修正できることは言うまでもない。
【０１１１】
　ステップ２８６で上記のようにして色バランス変換条件を修正すると、ステップ２７６
へ移行する。また、ステップ２８４の判定が否定された場合には記録画像上で濃度フェリ
アは発生しないので、何ら処理を行うことなくステップ２７６へ移行する。
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【０１１２】
　一方、ステップ２６４及びステップ２６６の判定が肯定された場合（濃度値を個別基準
濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用したフィルム画像中の特定画素が、主要画像部に対応して
いる画素であった場合）には、ステップ２６８で平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i を基準濃度
として色バランス変換条件を決定した後にステップ２８０へ移行する。ステップ２８０で
は主要画像部濃度ＤＮＦが、平均最大基準濃度ＤＸ i の三色平均値ＤＸ又は平均最小基準
濃度ＤＮ i の三色平均値ＤＮに等しいか（又は略等しいか）否か判定する。
【０１１３】
　ステップ２８０の判定が肯定された場合には、記録画像上で濃度フェリアが発生する可
能性があるので、ステップ２８２で先のステップ２８６と同様にして色バランス変換条件
を修正した後にステップ２７６へ移行する。また、ステップ２８０の判定が否定された場
合には、何ら処理を行うことなくステップ２７６へ移行する。上述したステップ２６２、
２８６、２８２は請求項 の発明に対応している。
【０１１４】
　上記により、フィルム画像中の主要画像部濃度ＤＮＦが極端に高い又は極端に低い場合
にも、記録画像上で主要画像部の濃度が極端に高く又は低くなる、所謂濃度フェリアが発
生することを防止することができる。
【０１１５】
　なお、上記では濃度値を個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i として採用したフィルム画像中の
特定画素が主要画像部に対応する画素であると判定した場合に、個別基準濃度ｄｘ i 、ｄ
ｎ i が色バランス変換条件の決定に関与する度合いを低下させるようにしていたが、これ
に限定されるものではなく、例えば濃度値を高濃度側の個別基準濃度ｄｘ i として採用し
た画素が主要画像部に対応する画素であった場合に、低濃度側の個別基準濃度及び中濃度
域の個別基準濃度を演算して低濃度域～中濃度域の色バランス変換条件を求め、この色バ
ランス変換条件を外挿等により高濃度側に拡張して、低濃度側から高濃度側に至る色バラ
ンス変換条件を決定するようにしてもよい。
【０１１６】
　また、上記では個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i を演算した後に、濃度値を個別基準濃度ｄ
ｘ i 、ｄｎ i として採用したフィルム画像中の特定画素が主要画像部に対応する画素か否
かを判定するようにしていたが、これに限定されるものではなく、フィルム画像中の主要
画像部を先に抽出しておき、フィルム画像から主要画像部領域を除いた領域から個別基準
濃度ｄｘ i 、ｄｎ i を求めるようにしてもよい
【０１１７】
　また、上記では非中性色の被写体に相当する画像部として主要画像部を用いていたが、
これに限定されるものではなく、例えば複数のフィルム画像のデータに基づいて、フィル
ム画像中の中性色又は中性色に近似した色味の被写体に相当する画素のＲ、Ｇ、Ｂの階調
バランスを表す無彩色条件を定め、この無彩色条件に合致しない画素、或いは無彩色条件
に合致する画素を除いた画素を非中性色の被写体に相当する画素と判定し、非中性色の被
写体に相当する画素を除外するか、又は前記画素の画像特徴量が色バランス変換条件の決
定に関与する度合いが小さくなるように色バランス変換条件を決定するようにしてもよい
。この態様 請求項 発 対応している。無彩色条件は、例として以下のようにして
決定することができる。
【０１１８】
　すなわち、複数のフィルム画像（同一の写真フィルムに記録されている画像群であって
も、同一のフィルム種の写真フィルムに記録されている画像群であっても、画像内容や撮
影条件が類似している画像群であってもよい）の各々に対し、高濃度側及び低濃度側にお
ける無彩色の条件を表す高濃度側Ｒ、Ｇ、Ｂ基準濃度及び低濃度側Ｒ、Ｇ、Ｂ基準濃度を
各々設定して平均値（高濃度側平均Ｒ、Ｇ、Ｂ基準濃度及び低濃度側平均Ｒ、Ｇ、Ｂ基準
濃度）を演算し、例として図９に示すように、色座標（図９ではＲ濃度－Ｇ濃度を横軸、
Ｇ濃度－Ｂ濃度を縦軸にとった色座標を例として示す）上に高濃度側平均Ｒ、Ｇ、Ｂ基準
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濃度及び低濃度側平均Ｒ、Ｇ、Ｂ基準濃度を各々プロットし、例えば両者を直線（無彩色
線と称する）で結び、例えば無彩色線を中心とする一定の範囲（例えば図９に破線で囲ん
で示す範囲）を無彩色条件とすることができる。そして、色バランス修正対象のフィルム
画像のデータの中から、Ｒ、Ｇ、Ｂ濃度が前記一定の範囲内に入る画素を中性色又は中性
色に近似した色味の被写体に相当する画素とすることができる。
【０１１９】
　更に、上記では同一フィルム種のネガフィルムに記録された多数のフィルム画像のデー
タを用いて、フィルム種毎に平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i （第２の変換条件）を求めてい
たが、これに限定されるものではなく、同一のネガフィルムに記録された複数のフィルム
画像のデータを用いて１本のフィルム毎に第２の変換条件を求めるようにしてもよいし、
所定の画像特徴量が近似している複数のフィルム画像のデータを用いて第２の変換条件を
求めるようにしてもよい。また、ネガフィルムの磁気層に磁気記録されている情報等に基
づき、撮影条件（例えば照明光の種類、撮影場所、撮影時間帯等）が類似しているフィル
ム画像のデータを用いて第２の変換条件を求めるようにしてもよい。
【０１２０】
　また、上記ではプレスキャン画像データを多数のフィルム画像について記憶しておき、
多数のフィルム画像のプレスキャン画像データに基づいて平均階調バランス曲線を定めて
いたが、これに限定されるものではなく、プレスキャン画像データから所定の基準に従っ
て選択した画素（例えば色味がグレイに近い画素）のデータのみを記憶しておき、該デー
タを取り込んで平均階調バランス曲線を求めるようにしてもよいし、各フィルム画像に対
して設定した個別最大基準濃度ｄｘ i 及び個別最小基準濃度ｄｎ i のみを記憶しておき、
各個別基準濃度の平均値に基づいて平均階調バランス曲線を定めてもよい。
【０１２１】
　また、上記では多数のフィルム画像のデータが記憶部７０に予め記憶されている場合を
例に説明したが、これに限定されるものではなく、色バランス変換条件の決定と並行して
フィルム画像のデータを記憶部７０に記憶・蓄積するようにしてもよい。また、一定量の
情報が蓄積された段階で、新たな情報の記憶を停止するか、新たな情報を記憶する代わり
に古い情報を消去するようにしてもよい。また記憶部７０に記憶した時期等に応じて各情
報の重みを変化させて（例えば新しく記憶した情報の重みを大きくして）、平均基準濃度
ＤＸ i 、ＤＮ i （第２の変換条件）を演算するようにしてもよい。
【０１２２】
　更に、上記の個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i 、平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i に代えて、変
換前の濃度と変換後の濃度との関係を表す変換条件を各々定めるようにしてもよい。この
変換条件は変換特性が線形であっても非線形であってもよく、変換特性を変換テーブルの
形態で表したものであってもよいし、数式の形態で表したものであってもよい。また、上
記では個別基準濃度ｄｘ i 、ｄｎ i に対する重み係数及び平均基準濃度ＤＸ i 、ＤＮ i に
対する重み係数をフィルム画像単位で定めていたが、これに限定されるものではなく、例
えば上述したように変換特性を変換テーブルの形態で表した変換条件を用いる場合には、
変換テーブルのテーブル値単位で重み係数を定めるようにしてもよい。これは、変換条件
の変換特性が非線形の場合に特に有効である。
【０１２３】
　また、上記では入力されたファインスキャン画像データに対して、色バランス変換条件
に応じた色バランスの修正を行うようにしていたが、入力されたファインスキャン画像デ
ータに対して所定の階調変換処理を行い（ファインスキャン画像データを、フィルム画像
の濃淡を表す濃度データとフィルム画像の色を表す色データとに分離し、濃度データに対
して階調変換処理を行ってもよい）、階調変換後の画像データに対して色バランス変換条
件に応じた色バランスの修正を行うようにしてもよい。
【０１２４】
　また、上記では２つのスキャン部（プレスキャン部３６及びファインスキャン部３８）
を設けていたが、これに限定されるものではなく、例えば上記実施形態におけるファイン
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スキャン部に相当する単一のスキャン部を設け、該スキャン部から入力された画像データ
に対し、画素を結合させて画素数を少なくする画素密度変換や一定間隔で画素を抽出する
方法等の画像処理を行い、画素数を少なくした画像データを、上記実施形態で説明したプ
レスキャン画像データとして同様に用いてもよい。
【０１２５】
　また、上記ではフィルム画像としてネガフィルム１２に記録されているネガ画像を例に
説明したが、これに限定されるものではなく、例えばリバーサルフィルム等の他の写真フ
ィルムに記録されているポジ画像等の他のフィルム画像を用いることも可能である。また
記録媒体についても、印画紙等の感光材料以外に、普通紙、感熱材料、ＯＨＰシート等の
記録材料を適用可能である。
【０１２６】
　更に、本発明はＲ、Ｇ、Ｂの３色により画像を記録する色再現系に適用することに限定
されるものではなく、例えばＲ、Ｇ、Ｂ、Ｋ（黒）の４色により画像を記録する色再現系
に適用することも可能である。
【０１２７】
　また、上記では原画像の濃淡を表す物理量として濃度値（光学濃度）を例に説明したが
、これに限定されるものではなく、輝度値、色彩学上の明度に相当する変換値、原画像に
対する測光値、網点面積率、濃度値を指数変換した値等の各種の物理量を適用できる。
【０１２８】
　また、上記では色バランス変換条件に対応する色バランス変換データをルックアップテ
ーブルに設定し、該ルックアップテーブルを用いて色バランスの修正を行うようにしてい
たが、これに代えて、関数式等で表された変換条件に従って色バランスの変換を行うと共
に、関数式等を直接変更することにより所望の変換特性の色バランス変換条件を得るよう
にしてもよい。
【０１２９】
【発明の効果】
【０１３１】
　請求項１記載の発明は、原画像中の中性色の被写体に相当する画素のＲ、Ｇ、Ｂの階調
バランスを表す無彩色条件を定め、定めた無彩色条件に基づいて原画像中の非中性色の被
写体に相当する画素を判定し、原画像中の中性色の被写体に相当する画像部のみから、修
正条件を決定するための画像特徴量を抽出し、抽出した画像特徴量を用いて修正条件を決
定す で、原画像中に存在する非中性色の被写体に相当する画像部が及ぼす影響を低減
し、画像データが表す画像が適正な色バランスの画像となるように画像データを修正する
ことができる、という優れた効果を有する。
【０１３２】
　請求項２及び請求項４記載の発明は、修正条件の決定に用いる画像特徴量の抽出対象で
ある、高濃度側階調値域に対応する原画像中の基準部分及び低濃度側階調値域に対応する
原画像中の基準部分の少なくとも一方を検出し、検出した基準部分が原画像中の主要画像
部に対応しているか否か判定し、

検出した基準部分
が主要画像部に対応していると判定した場合に、検出した基準部分が主要画像部に対応し
ていないと判定した場合よりも、 画像特徴量が修正条件の決定に関与する度合いが
低下するように、 画像特徴量及び 画像特徴量の重みを決定して重み付き平均
値を演算し、演算した重み付き平均値に基づいて修正条件を決定するので、原画像中の主
要画像部の階調値が極端に高い又は低い場合にも、主要画像部が適正な色味で再現される
ように画像データを修正することができる、という優れた効果を有する。
【０１３３】
　請求項 記載の発明は、原画像中の主要画像部の階調値を算出し、算出した主要画像部
の階調値が所定の階調値に修正されるように修正条件を決定するので、上記効果に加え、
原画像中の主要画像部の階調値が極端に高い又は低い場合にも、主要画像部が適正な階調
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値で再現されるように画像データを修正することができる、という効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施形態に係る写真処理システムの概略構成図である。
【図２】　フィルム画像読取装置の概略構成図である。
【図３】　本実施形態に係る制御回路の機能ブロック図である。
【図４】　第１実施形態に係る制御回路で実行される色バランス変換条件の設定・変換処
理を示すフローチャートである。
【図５】　平均階調バランス曲線の一例を示す線図である。
【図６】　色バランス変換条件の一例を示す線図である。
【図７】　第２実施形態に係る制御回路で実行される色バランス変換条件の設定・変換処
理を示すフローチャートである。
【図８】　（Ａ）及び（Ｂ）は、主要画像部濃度が極端に高い又は低い場合の色バランス
変換条件に対する修正の一例を説明するための線図である。
【図９】　無彩色条件を決定するための画素の選択に用いる色座標上の範囲を示す線図で
ある。
【符号の説明】
　　　　１０　　写真処理システム
　　　　１２　　ネガフィルム
　　　　３６　　プレスキャン部
　　　　３８　　ファインスキャン部
　　　　４２　　制御回路
　　　　７１　　ＬＵＴ
　　　１１２　　記録材料
　　　１２０　　プリントヘッド
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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